
昭
和
五
十
八
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
製
造
時
等
検
査
及
び

型
式
検
定
の
手
数
料
の
加
算
額
の
計
算
に
関
す
る

省
令

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
型
式
検
定
手
数
料
の
加
算

額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
一
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十

七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
検
査
旅
費
相
当
額
（
以

下
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
計
算
す
る
場

合
に
お
い
て
、
同
項
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い

う
。
）
の
た
め
出
張
を
す
る
者
の
国
家
公
務
員
等
の
旅

費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四

号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
当
該
検
査
の
申
請
を

受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
の
所
在
地
と
す
る
。

２
　
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
審
査
旅
費
相
当
額
（
以
下

「
審
査
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
計
算
す
る
場
合
に

お
い
て
、
同
項
の
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）

の
た
め
出
張
を
す
る
者
の
旅
費
法
第
二
条
第
一
項
第
六

号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
ケ

関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

（
支
度
料
の
不
算
入
）

第
二
条
　
旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
の
額
に
相
当

す
る
金
額
は
、
検
査
旅
費
相
当
額
及
び
審
査
旅
費
相
当

額
に
算
入
し
な
い
。

（
旅
行
日
数
）

第
三
条
　
検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
特
定
機
械
等
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
特
定
機

械
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
ご
と
に
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
日
数
と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
の
計
算

の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
に
相
当
す
る
数
を
計
算
す

る
。

特
定
機
械
等
の
種
類

日
数

一
　
移
動
式
ク
レ
ー
ン

（
１
）
　
ジ
ブ
の
構
成
が
一
種
類
で
あ
る
場
合

三
日

（
２
）
　
ジ
ブ
の
構
成
が
二
種
類
で
あ
る
場
合

七
日

（
３
）
　
ジ
ブ
の
構
成
が
三
種
類
で
あ
る
場
合

十
一
日

（
４
）
　
ジ
ブ
の
構
成
が
四
種
類
で
あ
る
場
合

十
五
日

二
　
移
動
式
ク
レ
ー
ン
以
外
の
特
定
機
械
等

三
日

２
　
審
査
を
実
施
す
る
日
数
は
一
日
（
外
国
に
お
い
て
審

査
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
日
）
と
し
て
審

査
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
に
相

当
す
る
数
を
計
算
す
る
。

（
旅
行
雑
費
）

第
四
条
　
旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
一
万

円
と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
及
び
審
査
旅
費
相
当
額
を

計
算
す
る
。

（
調
整
）

第
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
が
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又

は
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
場
合

は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
金
額
は
、
検
査
旅
費
相
当

額
及
び
審
査
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

（
出
張
す
る
職
員
数
）

第
六
条
　
検
査
又
は
審
査
の
た
め
に
出
張
を
す
る
職
員
の

数
は
二
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
一
人
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
六

十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
九
日
労
働
省

令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
一
日
労
働
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
一

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令

第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
方
分
権
推
進
整
備

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県

労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行

の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ

に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局

長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
許

可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行

の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
地

方
分
権
推
進
整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働

省
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府

県
労
働
局
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
地
方
分
権

推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ

に
基
づ
く
労
働
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

働
局
長
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
こ
の

省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
行
為
で
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政

事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ

れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為

又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又

は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定

に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
又
は
職

員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


